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パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施

野
木
町
高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護

保
険
事
業
計
画（
第
７
期
）（
案
）

問
健
康
福
祉
課

　
撒（
57
）４
１
７
３

　
町
で
は
「
老
人
福
祉
法
、
介
護
保

険
法
」
に
基
づ
き
、
高
齢
者
の
方
に

必
要
な
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
す
る
た

め
高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事

業
計
画
を
作
成
し
ま
す
。

　
町
民
の
皆
さ
ま
の
ご
意
見
を
広
く

募
集
し
ま
す
。

募
集
期
間

　
１
月
16
日（
火
）〜
２
月
15
日（
木
）

閲
覧
方
法

　
健
康
福
祉
課
ま
た
は
町

　
　
　
　
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

提
出
方
法

　
書
面
に
よ
る
窓
口
受
理
ま
た
は
郵

　
送
・
Ｆ
Ａ
Ⅹ
・
Ｅ
メ
ー
ル
で
問
い
合

　
わ
せ
先
へ

提
出
先

　
〒
３
２
９̶

０
１
９
５（
住
所
不
要
）

　
健
康
福
祉
課
高
齢
対
策
係

　
宛

　
姉(

57)

４
１
９
３

　
死kenkoufukushi@

tow
n.nogi.lg.jp

※
窓
口
で
の
資
料
の
閲
覧
・
ご
意
見

　
の
提
出
は
、
８
時
30
分
〜
17
時
15

　
分（
但
し
、土
・
日
・
祝
日
は
除
く
）

※
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
、

　
後
日
公
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施

第
３
期
野
木
町
障
が
い
者
計
画
・

第
５
期
野
木
町
障
が
い
福
祉
計
画
・

第
１
期
野
木
町
障
が
い
児
計
画（
案
）

問
健
康
福
祉
課

　
撒（
57
）４
１
７
２

　
町
で
は
「
や
す
ら
ぎ
に
満
ち
た
や

さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
（
福
祉
の
ま

ち
）」を
進
め
る
た
め
、「
第
３
期
野
木

町
障
が
い
者
計
画
」
を
策
定
し
て
い

ま
す
。
こ
の
計
画
は
基
本
計
画
と
な

る「
第
３
期
野
木
町
障
が
い
者
計
画
」

と
、実
施
計
画
の「
第
５
期
野
木
町
障

が
い
福
祉
計
画
」及
び「
第
１
期
野
木

町
障
が
い
児
計
画
」
で
構
成
し
て
い

ま
す
。

　
町
民
の
皆
さ
ま
の
ご
意
見
を
広
く

募
集
し
ま
す
。

募
集
期
間

　
１
月
16
日（
火
）〜
２
月
15
日（
木
）

閲
覧
方
法

　
健
康
福
祉
課
ま
た
は
町

　
　
　
　
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

提
出
方
法

　
書
面
に
よ
る
窓
口
受
理
ま
た
は
郵

　
送
・
Ｆ
Ａ
Ⅹ
・
Ｅ
メ
ー
ル
で
問
い
合

　
わ
せ
先
へ

提
出
先

　
〒
３
２
９̶

０
１
９
５（
住
所
不
要
）

　
健
康
福
祉
課
社
会
福
祉
係

　
宛

　
姉(

57)

４
１
９
３

　
死kenkoufukushi@

tow
n.nogi.lg.jp

※
窓
口
で
の
資
料
の
閲
覧
・
ご
意
見

　
の
提
出
は
、
８
時
30
分
〜
17
時
15

　
分（
但
し
、土
・
日
・
祝
日
は
除
く
）

※
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
、

　
後
日
公
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

障
が
い
者
控
除
対
象
者

の
認
定

問
健
康
福
祉
課

　
撒（
57
）４
１
７
３

　　
野
木
町
に
住
所
が
あ
り
、
要
介
護

認
定
を
受
け
て
い
る
方
、
ま
た
は
そ

の
扶
養
者
に
、
確
定
申
告
の
際
に
所

得
控
除
を
受
け
ら
れ
る
「
障
が
い
者

控
除
対
象
者
認
定
書
」
を
交
付
し
ま

す
。

交
付
要
件

対 

要
介
護
３
〜
５
の
認
定
を
受
け
て

い
る
方
、
常
に
就
床(

ね
た
き
り)

の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

認
定

　
野
木
町
障
が
い
者
控
除
対
象
者
認

定
要
綱
「
障
が
い
者
基
準
」
に
よ
り
、

所
得
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象

年
12
月
31
日
現
在(

対
象
年
中
に
亡

く
な
ら
れ
た
方
は
そ
の
日
付)

の
要

介
護
認
定
に
基
づ
き
審
査
を
行
い
認

定
し
ま
す
。

交
付

　
審
査
の
結
果
、
認
定
さ
れ
る
と
認

定
書
を
交
付(
郵
送)

し
ま
す
。

※
平
成
25
年
分(
平
成
25
年
12
月
31

　
日
付
認
定)

以
降
で
あ
れ
ば
、
平

　
成
29
年
分
ま
で
の
認
定
書
も
交
付

　
で
き
ま
す
。

※
対
象
者
が
対
象
年
12
月
31
日
以
前

　
に
亡
く
な
ら
れ
た
場
合
は
、
亡
く

　
な
っ
た
日
の
要
介
護
認
定
に
基
づ

　
き
認
定
書
を
交
付
し
ま
す
。

申
来
庁
ま
た
は
郵
送
で
健
康
福
祉
課

　
に
ご
申
請
く
だ
さ
い
。

※
窓
口
で
申
請
さ
れ
る
と
き
は
、
印

　
鑑
と
介
護
保
険
被
保
険
者
証
が
必

　
要
で
す
。

※
郵
送
で
申
請
さ
れ
る
と
き
は
、
介

　
護
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
を
同

　
封
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
注
意
！

※
こ
の
認
定
書
は
、
確
定
申
告
用
に

　
限
り
使
用
で
き
る
も
の
で
あ
り
、

　
確
定
申
告
を
さ
れ
な
い
方
は
、
取

　
得
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
身
体
障
が
い
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

　
精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉
手
帳
、

　
戦
傷
病
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は
、

　
確
定
申
告
時
に
こ
れ
ら
の
手
帳
を

　
提
示(

郵
送
の
場
合
は
写
し
を
送

　
付)

す
れ
ば
障
が
い
者
控
除
が
受

　
け
ら
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
認
定
書

　
を
取
得
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お知らせ

　　…日時　　…場所　　…内容　　…対象者　　…定員　　…費用　　…申込日 容 儡所 定対 申


